
別	
 紙 

人事行政の運営等の状況の公表 
 
 
 
	
 	
 人事行政の公平性・透明性を高めるため、粕屋北部消防組合の運営等の状況の公表に関する条例の

規定により、行政運営等の状況を次のとおり公表します。 
 
 
 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 １	
 任免及び職員数に関する状況 
	
 	
 	
  
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ２	
 給与の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ３	
 勤務時間その他の勤務条件の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ４	
 分限及び懲戒処分の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ５	
 服務の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ６	
 研修及び勤務成績の評定の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 ７	
 福祉及び利益の保護の状況 
 
	
 	
 	
 	
 	
 	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１	
 任免および職員数に関する状況  
（１）職員の任免 

	
 職員の任免状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （単位：人） 

退	
 	
 	
 	
 職	
  （平成２２年度） 
区	
 	
 分 採	
 	
 	
 用 

定	
 	
 年 自己都合その他 

消	
 防	
 職 ２	
 ２	
 ２	
 

行	
 政	
 職 ０	
 ０	
 ０	
 

計 ２	
 ２	
 ２	
 

	
 

（２）職員数  
	
 職員数の状況と主な増減理由 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (平成２２年４月 1 日現在) 

職 員 数（人） 対前年増減数（人） 区  分 
	
 	
 	
 	
 	
 	
  
区	
 分 平成	
 

20 年度	
 

平成	
 

21年度	
 

平成	
 

22年度	
 

平成	
 

20 年度	
 

平成	
 	
 

21年度	
 

平成	
 	
 

22 年度	
 

平成２２年度の 
主な増減理由 

消	
 防	
 職 	
 	
 ８７(２）	
 ８８	
 ８６	
 ０（２）	
 △１	
 △４(２）	
 

定 年 退 職 ２ 名 
依 願 退 職 １ 名 
懲 戒 免 職 １ 名 

行	
 政	
 職 ０ ０ ０ ０ ０ ０  

計 	
 ８７（２）	
 ８８	
 ８６	
 ０（２）	
 △１	
 △４(２）	
 
 

	
 （注）１	
 平成２２年度地方公務員定員管理調査に基づく。	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ２	
 職員数（２）の数値は、年度途中の増員数を表す。	
 

	
 	
 	
 	
 	
 ３	
 特別職は除く。	
 

	
 

２	
 給与の状況  
（１）人件費の状況（一般会計決算） 

区	
 分 管轄内人口	
 

H23.3.31 現在	
 

歳出額	
 

（A）	
 

人件費	
 

（B）	
 

実質収支	
 
人件費率	
 

（B／A）	
 

21 年度の	
 

人件費率	
 

平成２２年度 	
 84,043 人	
 882,069 千円	
 747,280 千円	
 17,439 千円	
 84.7％	
 79.4％	
 

	
 （注）１	
 実質収支とは当該年度の歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額から、翌年度へ繰り

越すべき財源を控除したものである。	
 

２	
 人件費は、給料（議会費を含む。）、職員手当、期末勤勉手当に共済費等を含む。	
 

３	
 管轄内とは、古賀市並びに新宮町をいう。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



（２）職員給与費の状況（一般会計決算） 

給 	
 	
  与	
   	
 費 
区	
 分 

職 員 

数 
A 給	
 料 職員手当 期末・勤勉手当 計	
 B 

１人当り 

給与費 
（B／A） 

平成２２年度 ８６人 335,920千円 111,662千円 125,178千円 572,760千円 6,660千円 

（注）職員手当には退職手当を含まない。 
	
 	
 	
  
 

	
 

（３）職員の平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

区	
 	
 分 平 均 年 齢 平均給料月額 平均給与月額 

３６９，４３０円	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

粕屋北部消防組合 ４２歳	
 ４月	
 	
 	
 	
 	
 ３２９，１３３円	
 

３３６，２８０円	
 

国（公安職一） ４１歳	
 3 月	
 ３１８，１３９円	
 ３６９，６１０円	
 

（注）１	
 「平均給料月額」とは、平成２２年４月１日現在における職員の基本給の平均を示す。	
 

２	
 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時

間外勤務手当、休日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当など諸手当の額の合計を示

す。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものである。また、下段は国家公務員

の平均給与月額には通勤手当、時間外勤務手当及び特殊勤務手当等の手当が含まれてい

ないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算した額を示す。	
 
	
 	
  

（４）職員の初任給の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

粕屋北部消防組合 国 
区	
 	
  分 

初   任   給 初   任   給 

消	
 防	
 職 大学卒 187,500 円	
 187,500 円	
 

 高校卒 158,100 円	
 158,100 円	
 

行	
 政	
 職 大学卒 161,600 円	
 161,600 円	
 

 高校卒 140,100 円	
 140,100 円	
 

	
 （注）１	
 消防職は、公安職（一）給料表を適用。 
	
 	
 	
 	
 ２	
 行政職は、行政職給料表を適用。 
 
 
 
 
 
 
 
 



（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

区   	
 分 経験年数 10年 経験年数 15年 経験年数 20年 

消	
 防	
 職 大学卒 261,200 円	
 299,700 円	
 365,500 円	
 

 高校卒 247,600 円	
 287,200 円	
 320,500 円	
 

行	
 政	
 職 大学卒 ‐	
 ‐	
 ‐	
 

 
高校卒 ‐	
 ‐	
 ‐	
 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいう。 
 
 

（６）消防職の級別職員数の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

職務の級 職務内容 職員数 構成比 

１ 級 係員の職務	
 １	
 人	
 １	
 ％	
 

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする係員の職務	
 １１	
 人	
 １２	
 ％	
 

３ 級 主任の職務及びこれに相当する職務 ３４	
 人	
 	
 	
 ４０	
 ％	
 

４ 級 係長、主査の職務及びこれに相当する職務 ３０	
 人	
 ３５	
 ％	
 

５ 級 課長補佐の職務及びこれに相当する職務 ４	
 人	
 ５	
 ％	
 

６ 級 課長の職務及びこれに相当する職務 ４	
 人	
 ５	
 ％	
 

７ 級 次長、消防署長の職務 １	
 人	
 １	
 ％	
 

８ 級 消防長の職務 １	
 人	
 １	
 ％	
 

（注）粕屋北部消防組合職員等の給与条例に基づく給料表の級区分による消防職の職員数を示す。 
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



（７）行政職の級別職員数の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

職務の級 職務内容 職員数 構成比 

１ 級 主事、技師の職務	
 	
 0	
 人	
 0	
 ％	
 

２ 級 高度の知識又は経験を必要とする主事、技師の職務	
 0	
 人	
 0	
 ％	
 

３ 級 主査、主任主事、主任技師の職務	
 	
 0	
 人	
 0	
 ％	
 

４ 級 係長の職務	
 	
 0	
 人	
 	
 0	
 ％	
 

５ 級 課長補佐の職務及びこれに相当する職務	
 	
 0	
 人	
 0	
 ％	
 

６ 級 課長職務及びこれに相当する職務	
 0	
 人	
 0	
 ％	
 

（注）粕屋北部消防組合職員等の給与条例に基づく給料表の級区分による行政職の職員数を示す。 
 
 
（８）昇給への勤務成績の反映状況	
 

区	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 分	
 （消防職）	
 

職	
 	
 	
 員	
 	
 	
 数	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （Ａ）	
 ８８人	
 

特 別 昇 給 し た 職 員 数	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

（Ｂ）	
 

０人	
 平成２１年度	
 

比	
 	
 	
 	
 	
 	
 率	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （Ｂ/Ａ）	
 ０％	
 

職	
 	
 	
 員	
 	
 	
 数	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （Ａ）	
 ８６人	
 

特 別 昇 給 し た 職 員 数	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

（Ｂ）	
 

０人	
 平成２２年度	
 

比	
 	
 	
 率	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （Ｂ/Ａ）	
 ０％	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



（９）職員の手当の状況 
ア	
 期末手当・勤勉手当 

粕屋北部消防組合 国 

１人当たり平均支給額（平成２２年度） 

１，４２１千円 
‐ 

（平成２２年度支給割合） 

期末手当	
 	
 	
 	
 	
 勤勉手当 
２．６月分	
 	
 	
 	
 １．３５月分 

（平成２２年度支給割合） 

期末手当	
 	
 	
 	
 	
 勤勉手当 
２．６月分	
 	
 	
 	
 １．３５月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算（５～１５％） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・役職加算（５～２０％） 

	
 	
 	
 	
  

イ	
 退職手当	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在） 

粕屋北部消防組合 国 

（支給率） 

勤続 20年 
勤続 25年 
勤続 35年 
最高限度額 

自己都合 

23.50 月分 
33.50 月分 
47.50 月分 
59.28 月分 

勧奨・定年 

30.55月分 
41.34月分 
59.28月分 
59.28月分 

（支給率） 

勤続 20年 
勤続 25年 
勤続 35年 
最高限度額 

自己都合 

23.50 月分 
33.50 月分 
47.50 月分 
59.28 月分 

定  年 

30.55月分 
41.34月分 
59.28月分 
59.28月分 

その他の加算措置	
 	
 	
 	
  

	
 定年前早期退職特例措置（2％～20％加算） 

 
ウ	
 地域手当	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
   （平成２２年度実績） 

支	
 給	
 実	
 績（平成２２年度決算）	
 １０，７８８，４４３円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算）	
 １２２，５９６円 

支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

古賀市・新宮町	
 ３	
 ％	
 ８６	
 人	
 ３	
 ％	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



エ	
 特殊勤務手当	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績） 

区	
 	
 	
 	
 	
 分	
 全	
 	
 職	
 	
 種	
 

支	
 給	
 実	
 績（平成２２年度決算）	
 ６，１７３，６５０円	
 

支給職員１人当たり平均支給年額	
 

（平成２２年度決算）	
 

８２，３２０円	
 

職員全体に占める手当支給職員の割合	
 

（平成２２年度）	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 ８５	
 ％	
 

手当の種類（手当数）	
 ４	
 種類	
 

	
 

手当の名称	
 支給対象業務	
 左記職員に対する支給単価	
 

緊急出場手当 

(火災等の災害出場) 

火災、救助、その他の災害防除業務

のため消防職員が緊急に出場したと

き（調査・その他作場を除く。） 

１回につき ３６０円 

救急業務のために救急救命士が緊急

に出場したとき 
１回につき ３５０円 

緊急出場手当 

(救急出場) 救急業務のために消防職員（救急救

命士を除く。）が緊急に出場したとき 
１回につき ２００円 

潜水作業手当 
職員が潜水器具を着用して、潜水作

業に従事したとき又は訓練を実施し

たとき 

１回につき ５００円 

職員が正規の勤務として割り振られ

た深夜の勤務時間について、現に勤

務した時間が２時間以上であるとき 

５２０円 

夜間業務手当 
職員が正規の勤務として割り振られ

た深夜の勤務時間について、現に勤

務した時間が２時間未満であるとき 

１当務につき 

４１０円 

	
 

	
 

	
 

	
 	
 

	
 

	
 

	
 



	
 オ	
 時間外勤務手当	
 

区	
 	
 	
 	
 	
 分	
 平成２１年度決算	
 平成２２年度決算	
 

支	
 給	
 実	
 績	
 １８，９７０千円	
 １９，６９４千円	
 

職員一人当たり平均支給年額	
 ２３７千円	
 ２４１千円	
 

 
カ	
 その他の手当	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 

手	
 

当	
 

名	
 

内容及び支給単価	
 

国の制

度との	
 

異同	
 

国の制度と	
 

異なる内容	
 

支給実績	
 

(平成２２年度決算)	
 

支給職員１人当たり	
 

平	
 均	
 支	
 給	
 年	
 額	
 

（平成２２年度決算）	
 

配偶者	
 13,000円	
 

扶養親族	
 

（1人につき）	
 
6,500 円	
 

配偶者がいない場合の

扶養親族	
 

（1人について）	
 

11,000円	
 

扶
養
手
当	
 

満 16 歳以上 22 歳まで

の子 1 人についての加

算額	
 

5,000 円	
 

同じ	
 ―	
 19,067 千円	
 257,662 円	
 

借家(借間)の場合の支給

限度額	
 
27,000 円	
 住

居
手
当	
 持家	
 2,500 円	
 

同じ	
 ―	
 7,808 千円	
 211,027 円	
 

バス、電車などの交通機関

利用の場合の限度額	
 
55,000 円	
 通

勤
手
当	
 

自家用車などの交通用具

利用の場合の限度額	
 
55,000 円	
 

同じ	
 ―	
 2,552 千円	
 31,900 円	
 

消防長	
 	
 	
 	
 	
 給料月額×１６％	
 

次長・署長	
 	
 	
 給料月額×１４％	
 

課長	
 	
 	
 	
 	
 	
 給料月額×１２％	
 

管
理
職
手
当	
 

課長補佐	
 	
 	
 	
 給料月額×１０％	
 

同じ	
 ―	
 3,693 千円	
 615,500 円	
 

	
 	
 （注）手当の制度については、平成２２年４月 1 日現在である。	
 

	
 	
 

	
 



	
 	
 	
 

キ	
 特別職等の報酬の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在）	
 

区	
 	
 分	
 報	
 酬	
 額（年	
 額）	
 

特
別
職	
 

組	
 	
 合	
 	
 長	
 

副	
 組	
 合	
 長	
 

監査委員（識見者）	
 

監査委員（議会選出）	
 

１２７，８００円	
 

１０６，９５０円	
 

	
 ４９，０００円	
 

３７，０００円	
 

議
会
議
員	
 

議	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 長	
 

副	
 	
 	
 議	
 	
 	
 長	
 

議	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 員	
 

７３，０００円	
 

６７，０００円	
 

６２，０００円	
 

	
 

３	
 勤務時間その他の勤務条件の状況	
 

（１）勤務時間	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在）	
 

開	
 始	
 時	
 刻	
 午前８時３０分	
 

終	
 了	
 時	
 刻	
 午後５時００分	
 

週	
 	
 休	
 	
 日	
 土曜日、日曜日	
 

毎
日
勤
務
者	
 

１週間の正規の勤務時間	
 ３８時間４５分	
 

開	
 始	
 時	
 刻	
 午前８時３０分	
 

終	
 了	
 時	
 刻	
 	
 	
 	
 	
 午前８時３０分（翌日）	
 

週	
 	
 休	
 	
 日	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 変則週休２日（３週に６日）	
 

交
替
制
勤
務
者	
 

１週間の正規の勤務時間	
 ３８時間４５分	
 

	
 

（２）その他の勤務条件	
 

ア	
 休暇	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在）	
 

休暇の種類	
 事	
 	
 由	
 期	
 	
 間	
 給	
 料	
 

年次有給	
 

休暇	
 

一の年ごとにおける休暇	
 年２０日	
 有	
 給	
 

結核性疾患の場合	
 	
 	
 	
 	
 １年	
 

病気休暇	
 
負傷または疾病のため療

養する必要がある場合	
 その他の疾患の場合	
 	
 	
 ９０日	
 

有	
 給	
 

特別休暇	
 

（主なもの）	
 

職員の分娩	
 
産前６週間（多胎妊娠の場合にあって

は、１４週間）・産後８週間	
 

有	
 給	
 



子の看護休暇	
 ５日の範囲内	
 

職員の出産補助	
 ３日の範囲内	
 

職員の結婚	
 ７日の範囲内	
 

ボランティア休暇	
 ５日の範囲内	
 

	
 

忌引	
 

配偶者が死亡した場合（１０日以内）	
 

父母または養父母が死亡した場合	
 

（血族…７日以内、姻族…３日以内）等	
 

	
 

（注）上記以外に介護休暇（無給）等があります。	
 

	
 

	
 

	
 

イ	
 育児休業制度	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年４月１日現在）	
 

種	
 	
 	
 類	
 事	
 	
 	
 由	
 期	
 	
 	
 間	
 給	
 料	
 

育	
 児	
 休	
 業	
 

３歳に満たない子を養育

する職員が、休業するこ

とができる制度	
 

子が３歳に達する日までのうち職員

が希望する期間	
 
無	
 給	
 

育児短時間勤務	
 

１週間当たりの勤務時間が２４時間

３５分を超えない範囲で条例で定め

る時間	
 

部	
 分	
 休	
 業	
 

小学校就学始期に達する

までの子を養育する職員

に対し、短時間勤務、休

業を認める制度	
 
１日を通じて２時間を超えない範囲

内	
 

無	
 給	
 

	
 

４	
 分限および懲戒処分	
 

	
 	
 分限処分制度は、一定の事由（心身の故障のため）によって職員がその職責を十分に果たすことが

できない場合、職員の意に反し、公務能率の維持を目的として、その身分に不利益な変動をもたらす

処分です。降任、免職、休職、降給があります。	
 

	
 	
 懲戒処分制度は、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うもので、地方公共団体の規律と

公務遂行の秩序を維持することを目的として、任命権者が職員の道義的責任を追及して科す処分です。

戒告、減給、停職、免職があります。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



（１）分限処分の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

内	
 	
 	
 	
 	
 	
 容	
 人	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 数	
 

降	
 	
 	
 任	
 ０	
 人	
 

免	
 	
 	
 職	
 ０	
 人	
 

休	
 	
 	
 職	
 ０	
 人	
 

降	
 	
 	
 給	
 ０	
 人	
 

	
 

（２）懲戒処分の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

内	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 容	
 人	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 数	
 

戒	
 	
 	
 告	
 ０	
 人	
 

減	
 	
 	
 給	
 １	
 人	
 

停	
 	
 	
 職	
 ０	
 人	
 

免	
 	
 	
 職	
 １	
 人	
 

	
 

５	
 服務の状況	
 

	
 	
 服務の根本基準として地方公務員法第３０条に「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益	
 

のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」	
 

と規定しています。この服務の根本基準の趣旨を実現するため、「法令等及び上司の職務上の命令に	
 

従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争	
 

議行為等の禁止」「営利企業等の従事許可」といった義務を定めています。	
 

営利企業等従事許可の状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

区	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 分 件  	
 	
 	
 数 

営利目的の会社等の役員を兼ねること。 ０件 

自ら営利企業を営むこと。 ８件 

報酬を得て事務等に従事すること。 ３件 

	
 

６	
 研修および勤務成績の評定の状況	
 

（１）職員の研修の状況	
 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 職員の研修は、職員の勤務能率の発揮及び増進の目的に、任命権者により組織的かつ計画的に行	
 

われています。このことについては、地方公務員法の中に規定されており、粕屋北部消防組合では、	
 

自己啓発、職場研修、職場外研修に区分して実施し職員の能力開発に努めています。	
 

	
 

	
 

	
 

	
 



	
 	
 	
 	
 研修実施状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

	
 

（２）勤務成績の評定	
 

	
 	
 	
 任命権者は、公務能率を増進させることを目的に、職員の執務について消防司令補以下の職員を	
 

対象とした定期試験の実施及び係長以下の職員を対象とした勤務成績の評定を定期的に行い、その

評定の結果に応じた措置を講ずることとしています。また、職員の能力や勤務実績等を総合的に評

価することを通じて人事異動を行うとともに、昇任試験制度に基づき、職員の昇任昇格を行ってい

ます。	
 

現在、地方公務員を含む公務員制度改革が論議されており、現行の勤務評定制度に替え、行動評	
 

価と業績評価からなる新たな人事評価制度の導入について検討を行っております。	
 

	
 

７	
 福祉及び利益の保護の状況	
 

	
 	
 地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、実施しな	
 

ければなりません（地方公務員法第４２条）。	
 

	
 共済制度は、職員またはその被扶養者の事故（病気、負傷、出産、死亡、災害等）に関して、適切	
 

な給付を行うための相互救済を目的とする制度であり（地方公務員法第４３条第１項）、具体的には	
 

地方公務員法等共済組合法によって福岡県市町村職員共済組合が制度を運用し、公務外の病気やけが	
 

の治療時の保健給付のほか、老後の経済生活を支援するための退職共済年金の支給などを実施してい	
 

ます。また、職員の安全と健康を確保するため労働安全衛生法等に基づき、安全衛生管理体制の整備	
 

や健康診断等を実施しています。公務中及び通勤途上の災害によって被災した場合については、地方	
 

公務員災害補償法に基づき、療養補償等の補償を行うこととなります。この他、職員は各種の給付事	
 

業などを実施している粕屋北部消防組合職員互助会に加入しています。	
 

	
 

（１）定期健康診断及び特別健康診断等の実施状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

	
 区	
 	
 	
 	
 	
 	
 分	
 受	
 	
 診	
 	
 者	
 	
 数	
 

職員総合健康診断	
 ８４名	
 

特別健康診断（深夜業、高気圧健診）	
 ６６名	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

職	
 場	
 研	
 修	
 救急研修、同和研修	
 

職場外研修	
 

・ 消防大学校	
 

幹部課	
 

・	
 福岡県消防学校	
 

上級幹部課、初級幹部科、水難救助科、火災調査	
 

・ 救急救命東京研修所	
 
薬剤投与追加講習	
 

・	
 福岡県市町村研修所	
 

新任課長研修、職場リーダー養成研修	
 



（２）公務災害補償	
 

	
 	
 	
 公務災害等の設定状況	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 （平成２２年度実績）	
 

公	
 務	
 災	
 害	
 通	
 勤	
 災	
 害	
 計	
 

	
 	
 ２件	
 	
 ０件	
 	
 	
 ２件	
 

	
 

（３）粕屋北部消防組合職員互助会 
	
 ア	
 負担割合 

 会員掛金 事業主負担金 

負担割合（千分率）（千円） ５／１０００ １８ 

金額（千円） １，７８０ １，５６６ 

 
	
 イ	
 主な事業 
（ア）給付事業（会員への慶弔給付等） 

	
 （イ）厚生事業（全員参加型、個別選択型）	
 

	
 （ウ）助成事業（会員の体育活動に係る助成） 
（エ）積立事業（事業運営基金積立、記念事業基金積立） 
（オ）研修事業（研修に係る助成） 
（カ）記念事業（長期継続（２５年勤）会員に対する記念事業） 


